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(57)【要約】
【課題】電池内部の空間利用効率を悪化させることなく
、低温時における充電効率を改善したリチウムイオン二
次電池システムを提供する。
【解決手段】リチウムイオン二次電池２と、リチウムイ
オン二次電池２の外表面温度を測定する温度センサー４
と、リチウムイオン二次電池２に充電処理を行う際に測
定された温度が所定温度未満の場合は、放電させた後に
充電するように制御する制御部７と、を有することを特
徴とする二次電池システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン二次電池と、
　前記リチウムイオン二次電池の外表面温度を測定する温度センサーと、
　前記リチウムイオン二次電池に充電処理を行う際に、前記温度センサーにより測定され
た温度が所定温度未満の場合は、放電させた後に充電するように制御する制御部と、
　を有することを特徴とする二次電池システム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記放電中における前記リチウムイオン二次電池の電圧および電流から
、前記リチウムイオン二次電池の内部温度を求めて、当該内部温度が前記所定温度以上と
なった時点で、前記放電を終了して前記充電に切り換えることを特徴とする請求項１に記
載の二次電池システム。
【請求項３】
　充電処理開始温度が異なるごとにあらかじめ求めておいた充放電に伴うＳＯＣと時間の
関係を記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている、前記充電処理開始温度に応じた充放電に
伴うＳＯＣと時間の関係を参照して、あらかじめ指定された時間の間に前記放電後に充電
する場合に到達するＳＯＣと、当該指定された時間の間に即時充電した場合に到達するＳ
ＯＣとを比較して、当該指定された時間の間に到達するＳＯＣが前記放電後に充電する場
合の方が高い場合に、前記放電後に充電するように制御することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の二次電池システム。
【請求項４】
　充電処理開始温度が異なるごとにあらかじめ求めておいた充放電に伴うＳＯＣと時間の
関係を記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている、前記充電処理開始温度に応じた充放電に
伴うＳＯＣと時間の関係を参照して、前記放電後に充電する場合にあらかじめ指定された
ＳＯＣになるまでの時間と、即時充電した場合に当該指定されたＳＯＣになるまでの時間
とを比較して、当該指定されたＳＯＣになるまでの時間が前記放電後に充電する場合の方
が短い場合に、前記放電後に充電するように制御することを特徴とする請求項１または２
記載の二次電池システム。
【請求項５】
　前記制御部は、二次電池の経時変化に応じて、前記記憶部に記憶されている充放電に伴
うＳＯＣと時間の関係における充放電に必要な時間を増加させることを特徴とする請求項
３または４に記載の二次電池システム。
【請求項６】
　充電処理開始温度が異なる温度ごとに、即時充電を開始してからの経過時間ごとに到達
するＳＯＣをあらかじめ記憶する記憶部を有し、
　前記制御部は、
　前記所定温度に到達するまでに必要な電流量（ａ）、当該放電により到達するＳＯＣ（
ｂ）、当該放電に要する時間（ｃ）、当該放電により到達したＳＯＣから、あらかじめ指
定された時間から前記時間（ｃ）を減じた時間で到達するＳＯＣ（ｄ）を演算して推定し
、
　前記到達するＳＯＣ（ｄ）と、前記記憶部に記憶されている経過時間ごとに到達するＳ
ＯＣのなかの、前記温度センサーにより測定された温度に近い温度における即時充電にお
いて前記指定された時間に相当する時間で到達するＳＯＣと比較して、前記推定によって
前記到達するＳＯＣ（ｄ）の方が高ければ、前記放電後に充電するように制御することを
特徴とする請求項１または２記載の二次電池システム。
【請求項７】
　充電処理開始温度が異なる温度ごとに、充電を開始して所定のＳＯＣに到達するまでの
時間をあらかじめ記憶する記憶部を有し、
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　前記制御部は、
　前記所定温度に到達するまでに必要な電流量（ａ）、当該放電により到達するＳＯＣ（
ｂ）、当該放電に要する時間（ｃ）、当該放電により到達するＳＯＣから充電した場合に
あらかじめ指定したＳＯＣに到達するまでに要する時間（ｅ）を演算して推定し、
　前記時間（ｃ）と前記時間（ｄ）とを加算した時間と、前記記憶部に記憶されている即
時充電により前記所定のＳＯＣに到達する時間のなかから前記温度センサーにより測定さ
れた温度に近い温度における即時充電により前記所定のＳＯＣに到達する時間とを比較し
て、前記指定されたＳＯＣに到達するまでの時間が前記時間（ｃ）と前記時間（ｄ）とを
加算した時間の方が短い場合に前記放電後に充電するように制御することを特徴とする請
求項１または２記載の二次電池システム。
【請求項８】
　前記制御部は、経時変化に応じて二次電池の内部抵抗を増加させて前記演算することを
特徴とする請求項６または７のいずれか一つに記載の二次電池システム。
【請求項９】
　リチウムイオン二次電池に充電処理を行う際に、
　前記リチウムイオン二次電池の外表面温度を測定する段階と、
　前記測定された温度が所定温度未満の場合に放電した後に充電する段階と、
　を有することを特徴とする二次電池の充電方法。
【請求項１０】
　前記放電中における前記リチウムイオン二次電池の電圧および電流から、前記リチウム
イオン二次電池の内部温度を求めて、当該内部温度が前記所定温度以上となった時点で、
前記放電を終了して前記充電に切り換えることを特徴とする請求項９に記載の二次電池の
充電方法。
【請求項１１】
　充電処理開始温度が異なるごとにあらかじめ求めておいた充放電に伴うＳＯＣと時間の
関係を記憶しておいて、
　前記充放電に伴うＳＯＣと時間の関係を参照して、あらかじめ指定された時間の間に前
記放電後に充電する場合に到達するＳＯＣと、当該指定された時間の間に即時充電した場
合に到達するＳＯＣとを比較して、当該指定された時間の間に到達するＳＯＣが前記放電
後に充電する場合の方が高い場合に、前記放電後に充電することを特徴とする請求項９ま
たは１０記載の二次電池の充電方法。
【請求項１２】
　充電処理開始温度が異なるごとにあらかじめ求めておいた充放電に伴うＳＯＣと時間の
関係を記憶しておいて、
　前記充放電に伴うＳＯＣと時間の関係を参照して、前記放電後に充電する場合にあらか
じめ指定されたＳＯＣになるまでの時間と、即時充電した場合に当該指定されたＳＯＣに
なるまでの時間とを比較して、当該指定されたＳＯＣになるまでの時間が前記放電後に充
電する場合の方が短い場合に、前記放電後に充電することを特徴とする請求項９または１
０記載の二次電池の充電方法。
【請求項１３】
　充電処理開始温度が異なる温度ごとに、即時充電を開始してからの経過時間ごとに到達
するＳＯＣをあらかじめ記憶しておいて、
　前記所定温度に到達するまでに必要な電流量（ａ）、当該放電により到達するＳＯＣ（
ｂ）、当該放電に要する時間（ｃ）、当該放電により到達したＳＯＣから、あらかじめ指
定された時間から前記時間（ｃ）を減じた時間で到達するＳＯＣ（ｄ）を演算して推定し
、
　前記到達するＳＯＣ（ｄ）と、前記記憶部に記憶されている経過時間ごとに到達するＳ
ＯＣのなかの、前記温度センサーにより測定された温度に近い温度における即時充電にお
いて前記指定された時間に相当する時間で到達するＳＯＣと比較して、前記推定によって
前記到達するＳＯＣ（ｄ）の方が高ければ、前記放電後に充電することを特徴とする請求
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項９または１０記載の二次電池の充電方法。
【請求項１４】
　充電処理開始温度が異なる温度ごとに、充電を開始して所定のＳＯＣに到達するまでの
時間をあらかじめ記憶しておいて、
　前記所定温度に到達するまでに必要な電流量（ａ）、当該放電により到達するＳＯＣ（
ｂ）、当該放電に要する時間（ｃ）、当該放電により到達するＳＯＣから充電した場合に
あらかじめ指定されたＳＯＣに到達するまでに要する時間（ｅ）を演算して推定し、
　前記時間（ｃ）と前記時間（ｄ）とを加算した時間と、前記記憶部に記憶されている即
時充電により前記所定のＳＯＣに到達する時間のなかから前記温度センサーにより測定さ
れた温度に近い温度における即時充電により前記所定のＳＯＣに到達する時間とを比較し
て、前記指定されたＳＯＣに到達するまでの時間が前記時間（ｃ）と前記時間（ｄ）とを
加算した時間の方が短い場合に前記放電後に充電することを特徴とする請求項９または１
０記載の二次電池の充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池システムおよびリチウムイオン二次電池の充電方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）のモータ駆動用電池と
してリチウムイオン二次電池が使用されている。
【０００３】
　このようなリチウムイオン二次電池においては、低温時に電池の内部抵抗が上昇して充
電効率がわるくなり、充電時間が常温時よりも長くなるという問題がある。従来、このよ
うな問題を解決するために、リチウムイオン二次電池のバッテリーパック内部にヒーター
を設け、充電時にはこのヒーターで加熱することにより内部温度を上げてから充電する技
術がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開１０－２８４１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では、電池内部にヒーターを設けているために、電池の筐体
内にヒーターを設置するためのスペースを確保しなければならない。このためヒーターが
占める容積や重量の分、電池全体からすると内部の空間利用効率がわるくなり、エネルギ
ー密度が低下する要因となる。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、電池内部の空間利用効率を悪化させることなく、低温時におけ
る充電効率を改善したリチウムイオン二次電池システムおよびリチウムイオン二次電池の
充電方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明のリチウムイオン二次電池システムは、リチウムイオ
ン二次電池と、リチウムイオン二次電池の外表面温度を測定する温度センサーと、リチウ
ムイオン二次電池に充電処理を行う際に、温度センサーにより測定された温度が所定温度
未満の場合は、放電させた後に充電するように制御する制御部と、を有する。
【０００８】
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　上記課題を解決するための本発明の二次電池の充電方法は、リチウムイオン二次電池に
充電処理を行う際に、リチウムイオン二次電池の外表面温度を測定する段階と、測定され
た温度が所定温度未満の場合に放電した後に充電する段階と、を有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、低温時にリチウムイオン二次電池を充電する際には、充電前に放電す
ることとした。これにより放電によって流れる電流による発熱作用によって、二次電池内
部の温度を上昇させることができる。このため、電池内部にヒーターなどを設けることな
く、二次電池の内部温度を上昇させてから充電することができる。したがって、電池内部
の空間利用効率を低下させずに充電効率を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態１の二次電池システムの構成を説明するためのブロック図である。
【図２】充電処理手順を示すフローチャートである。
【図３】ＳＯＣと充放電にかかる時間の関係を示すグラフである。
【図４】経時変化による抵抗増大を加味するための手順を示すフローチャートである。
【図５】非双極型で積層型のリチウムイオン二次電池の全体構造を説明するための概略断
面図である。
【図６】双極型で積層型のリチウムイオン二次電池の全体構造を説明するための概略断面
図である。
【図７】図５または図６に示した積層型のリチウムイオン二次電池の外観を表した斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下図面を参照して本発明を適用した実施形態について説明する。なお、図面の説明に
おいて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比
率は、説明の都合上、誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００１２】
　［二次電池システム］
　図１は、本実施形態１のリチウムイオン二次電池システムの構成を説明するためのブロ
ック図である。
【００１３】
　このリチウムイオン二次電池システム（以下、二次電池システム１と称する）は、リチ
ウムイオン二次電池（以下、二次電池２と称する）を備える。そして、二次電池２の正極
負極間電圧を測定する電圧センサー３、二次電池２の外表面温度（環境温度）を測定する
温度センサー４、二次電池２へ充電電力を供給する電圧電流調整部５、二次電池２の充放
電電流を測定する電流センサー６、充放電を制御する制御部７を備える。また、電圧電流
調整部５は外部電源８に接続されていて充電時には電力の供給を受ける一方、放電時には
電圧電流調整部５を介して外部電源８側へ放電する（詳細後述）。
【００１４】
　以下各部の詳細を説明する。
【００１５】
　二次電池２は、通常のリチウムイオン二次電池であり、正極活物質を含む正極と、負極
活物質を含む負極とがセパレータを介在させて向き合うように配置され、セパレータには
電解質が充填されている。なお、リチウムイオン二次電池の詳細については後述する。
【００１６】
　電圧センサー３は、たとえば電圧計でよく、二次電池２の正極と負極の間の電圧を測定
する。電圧センサー３の取り付け位置は、特に制限はなく、二次電池２に接続される回路
内において正極と負極の間の電圧を測定することができる位置であればよい。
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【００１７】
　温度センサー４は、二次電池２の外装表面の温度を測定する。温度センサー４は、二次
電池２のケース（筐体）の表面などに取り付けられている（後述図７参照）。
【００１８】
　二次電池２は、後述するように、複数の単電池を積層した形態である。このため、その
内部温度を測定することが難しい。そこで本実施形態では、二次電池２の外表面温度を測
定することで、二次電池２の温度の目安としている。外表面温度は内部温度を正確に表す
ことができないまでも、少なくとも積層電池の最外層に近い単電池の温度とほとんど同じ
となる。
【００１９】
　電圧電流調整部５は、外部電源８からの電力を制御部７からの指令に基づいて電圧、電
流を調整して二次電池２へ電力を供給する。また電圧電流調整部５は、放電時に外部電源
８へ二次電池２から放電された電気を放出する。
【００２０】
　ここで外部電源８は、電気自動車等の充電に使用される、いわゆる電源グリッドなどと
称されている電気自動車用の充電装置であり、直流が出力されている。このような電気自
動車用の充電装置は、商用電力（交流）を二次電池２の充電のために必要な電圧、電流の
直流に変換して提供している。また、外部電源８は電力回生機能が備えられており、二次
電池２からの放電があった場合は、直流を交流に変換して商用電源へ回生することができ
る。なお、このような外部電源となる装置は、電力回生機能の付いた周知の充電装置を使
用すればよいので、詳細な説明は省略する（電力回生機能の付いた充電装置としては、た
とえば、特開平７－２２２３６９号公報、特開平１０－０８００６７号公報などがある）
。
【００２１】
　外部電源８が商用電源などの外部電源装置に接続されていない場合は、たとえば外部に
設置された他の二次電池などを電源として充電する場合、他の二次電池へ二次電池２から
放電した電力を蓄電させることが好ましい。これによりエネルギーの無駄を少なくするこ
とができる。
【００２２】
　電流センサー６は、たとえば電流計である。電流センサー６は、充電時には電圧電流調
整部５から二次電池２へ供給される電力の電流値を測定し、放電時には二次電池２から電
圧電流調整部５へ放電給される電力の電流値を測定する。電流センサー６の取り付け位置
は、特に制限はなく、電圧電流調整部５から二次電池２に電力を供給する回路内に配置さ
れて、充放電時の電流値を測定することができる位置であればよい。
【００２３】
　制御部７は、たとえば、ＣＰＵ７１や記憶部７２などを含んでいる、いわゆるコンピュ
ーターである。制御部７は後述する手順に従って、充電時において、二次電池２へ充電す
る際に、放電後に充電するか、即時充電するかの切り換え、および充電時に供給される電
圧および電流を制御する。また、記憶部７２はＣＰＵ７１がワーキングエリアとして使用
するＲＡＭのほかに、不揮発性メモリーを搭載している。不揮発性メモリーには、本実施
形態の充電処理を行うためのプログラムを記憶している。また、記憶部７２は後述する充
電処理おける二次電池２のＳＯＣ（電池残容量）と時間との関係などを記憶している。こ
のような制御部７としては、電気自動車においてはたとえばＥＣＵ（Ｅｎｇｉｎｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）などを用いるようにしてもよい。
【００２４】
　［充電処理］
　このように構成された二次電池システムにおける充電処理の手順を説明する。
【００２５】
　図２は、充電処理手順を示すフローチャートであり、特に断りのない限り、制御部７に
よって行われる処理である。
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【００２６】
　この充電処理は二次電池システム１が外部電源８に接続されて、二次電池２に対して充
電電力が供給可能な状態において行われる。また、充電処理の制御は、充電時においては
、二次電池２の電圧が所定電圧となるまで定電流、所定電圧となった後は定電圧とする、
定電流・定電圧充電方式を用いている。一方、放電時においては外部電源８へ定電流によ
り行うものとする。
【００２７】
　本実施形態の充電処理は、充電処理開始時において、あらかじめ決められた所定温度（
しきい温度と称する）未満の場合に、即時充電を開始する場合よりも総合的な充電時間が
速くなる場合には、いったん放電してから充電するものである。以下、図２を参照してこ
の充電処理の手順を説明する。
【００２８】
　まず、制御部７は、温度センサー４から現在温度、電圧センサー３から現在電圧を取得
する（Ｓ１）。
【００２９】
　続いて、制御部７は取得した現在温度がしきい温度未満であるか否かを判断する（Ｓ２
）。ここでしきい温度未満でなければ（Ｓ２：ＮＯ）、外部電源８から電圧電流調整部５
への電力を導入して、そのまま通常の充電を行う（Ｓ８）。ステップＳ８は、通常の充電
と同じであり、二次電池２のＳＯＣが所定量（いわゆる満充電状態）となるか、充電動作
の停止指示があれば充電処理を終了する。充電終了によってこの処理すべてが終了となる
。
【００３０】
　一方、ステップＳ２において、しきい温度未満の場合（Ｓ２：ＹＥＳ）は、ステップＳ
１において取得した現在電圧から現在のＳＯＣを求め、現在温度、ＳＯＣの関係から、放
電後充電とするか、即時充電とするかを選択する（Ｓ３）。この選択処理については後述
する。
【００３１】
　ステップＳ３の選択の結果、放電後充電ではない場合（すなわち即時充電の場合）は（
Ｓ４：ＮＯ）、放電することなく即時に通常の充電動作（Ｓ８）に移り、制御部７は通常
の充電処理を実行する。
【００３２】
　一方、放電後充電の場合は（Ｓ４：ＹＥＳ）、制御部７は、放電を開始するように電圧
電流調整部５に対して指示する（Ｓ５）。この指示により電圧電流調整部５は、放電を開
始する。この放電開始は、本実施形態では電圧電流調整部５が二次電池２と外部電源８と
を直結することで、二次電池２の電力を外部電源８によって回生することとしている。
【００３３】
　その後、制御部７は、現在の電流値から二次電池２の現在の内部温度を推定する（Ｓ６
）。
【００３４】
　この内部温度の推定方法は、現在の電流値Ｉ、電圧値Ｖ、および放電開始からの経過時
間ｔによって推定する。
【００３５】
　発熱量Ｑ＝Ｉ２Ｒ×Δｔ＝ＩＶ×Δｔである（Ｉは電流、Ｒは二次電池２の内部抵抗、
Δｔは微小時間、Ｖは電圧）。したがって現在の電流値と電圧値がわかれば微小時間△ｔ
を経過したときの発熱量Ｑがわかる。そして、二次電池２の熱容量ＨＣで発熱量Ｑを割れ
ば微小時間Δｔ当たりの温度上昇量ΔＴ＝Ｑ／ＨＣが求まる。この算出を放電開始から微
小時間Δｔごとに行うことで、微小時間Δｔごとの温度上昇量ΔＴ、すなわち、時々刻々
と変化する温度の上昇量が得られる。そしてこの温度上昇量ΔＴを放電開始温度（すなわ
ちステップＳ１で測定された温度）から積算（ΣΔＴ）してゆけば現在温度Ｔが得られる
。すなわち現在温度Ｔ＝放電開始温度Ｔ０＋ΣΔＴである。
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【００３６】
　ここで、二次電池２の内部抵抗は、放電することで二次電池２内部の温度が変化するた
めに変わる。このためＩ２Ｒ＝ＩＶの値も時間経過によって変化することになる。そこで
電流値Ｉおよび電圧値Ｖはできるだけ変化の少ない時間間隔、すなわち微小時間Δｔを短
くして測定することが好ましい。しかし、微小時間△ｔは温度上昇量ΔＴを求めるための
時間である。このため微小時間△ｔがあまりに小さいと計算効率がわるい。そこで、電池
容積が大きな二次電池（すなわち熱容量ＨＣが大きい）では温度の上昇率が低いので、微
小時間Δｔは多少長くする。一方、電池容積が小さな二次電池（すなわち熱容量ＨＣが小
さい）では温度の上昇率が高いので、微小時間Δｔはできるだけ短くした方がよい。この
ような観点から、できるだけ温度推定値の誤差が少なくなるような微小時間Δｔを設定す
ることが好ましい。
【００３７】
　続いて、制御部７は、推定温度が、しきい温度以上になったか否かを判断して（Ｓ７）
、しきい温度以上になっていなければ（Ｓ７：ＮＯ）、ステップＳ５へ戻り、しきい温度
以上になるまでステップＳ５およびＳ７を繰りかえすことになり、その間放電が継続する
。一方、しきい温度以上であれば（Ｓ７：ＹＥＳ）、通常の充電動作（Ｓ８）へ移る。そ
の後、制御部７は通常の充電処理を行って充電処理を終了する。
【００３８】
　なお、ステップＳ６の内部温度の推定に代えて、温度センサー４の現在温度がしきい温
度以上か否かにより判断することとしてもよい。ただし、温度センサー４は電池筐体表面
の温度を知り得るだけで、二次電池２内部の温度を正確には表していない。また、外表面
の温度を測定しているため、温度センサー４で測定される温度は、どうしても内部よりも
低い温度になる（電池周囲の環境温度がしきい温度より低いため、二次電池２全体がしき
い温度より低くなってこの処理を行っている。したがって、この処理に入るということは
環境温度がしきい温度より低い場合である）。このため、既に説明したように内部温度を
推定した方が、二次電池２の内部温度がしきい温度に到達したことをより速く判断するこ
とができ、放電状態から充電へ速く移行することができる。
【００３９】
　［放電後充電か、即時充電かの選択］
　次に、ステップＳ３の放電後充電か、即時充電かを選択する処理を説明する。これには
２通りの方法がある。
【００４０】
　（第１の選択方法）
　第１の選択方法は、あらかじめ充電処理開始温度、ＳＯＣ、充放電にかかる時間の関係
をあらかじめ記憶しておいて、それをもとに放電後充電した場合と、即時充電した場合と
でどちらが速く充電できるかを判断するのである。ここで充電処理開始温度とは、実際に
充電が開始される時点の温度ではなく、充電をするために必要な処理を開始する時点の温
度であり、本実施形態でいえばステップＳ１の時点での温度ということになる。
【００４１】
　図３は、ＳＯＣと充放電にかかる時間の関係を示すグラフである。図において縦軸がＳ
ＯＣ、横軸が時間である。このグラフは、しきい温度未満のある温度から即時充電処理を
行った場合（点線）と、放電後充電を行った場合（実線）を示している。図において、処
理を開始した時点をｔ０、放電後充電による場合において放電によりしきい温度となった
時点をｔ１、放電後充電によるカーブと即時充電のカーブが交差する時点をｔ２、放電後
充電により満充電になった時点をｔ３、即時充電により満充電になった時点をｔ４として
いる。
【００４２】
　このグラフから、しきい温度未満のある温度から、即時充電とした場合（点線）は、徐
々にＳＯＣが上がって行き、満充電に至る。一方、放電後充電とした場合（実線）は、一
端ＳＯＣが低下する。そして、温度がしきい温度になった時点（ｔ１）から充電を開始す
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るようにしている。点線と実線を比較すれば、満充電（ＳＯＣ１００％）になるまでの時
間が放電後充電の場合（実線）の方が速いことがわかる。しかし、時間がｔ０からｔ２ま
での間は、即時充電（点線）の方がより短時間でＳＯＣを高くできることがわかる。
【００４３】
　そこでステップＳ３の処理は、このグラフを用いて放電後充電とするか、即時充電とす
るかを選択するのである。
【００４４】
　選択の基準としては、たとえば、ユーザーが満充電を希望する場合がある。満充電の場
合は、図３のグラフから放電後充電を選択することで、より速く満充電にできることがわ
かる。したがって、この場合は放電後充電を選択することになる。
【００４５】
　他の選択の基準として、たとえば、ユーザーに時間の余裕が少なく、限られた時間で充
電したいという場合がある。このような場合は、ユーザーが充電にかけられる時間（あら
かじめ指定された時間）がグラフのｔ０以上ｔ２未満の場合は即時充電とする。一方、ｔ
２以上の場合は放電後充電とする。
【００４６】
　さらに、他の選択の基準として、たとえば、ユーザーが所望するＳＯＣ（あらかじめ指
定されたＳＯＣ）まで充電したいという場合がある。ユーザーが所望するＳＯＣとは、た
とえば電気自動車では、これから何キロ走れるだけ充電できていればよい、というような
場合である。このような場合、所望される距離をＳＯＣに換算して、ユーザーが所望する
ＳＯＣとする。図３に示したグラフでは、放電後充電によるカーブと即時充電のカーブが
交差する時点ｔ２までは、どのようなＳＯＣであっても即時充電の方が速くそのＳＯＣに
到達する。一方、放電後充電によるカーブと即時充電のカーブが交差する時点ｔ２よりも
ＳＯＣが高い場合は、放電後充電の方が速く到達する。したがって、ユーザーが所望する
ＳＯＣが、放電後充電によるカーブと即時充電のカーブが交差する時点ｔ２でのＳＯＣよ
りも高い場合は放電後充電を選択することになる。
【００４７】
　このような選択を行うためには、図３に示したごときグラフを、しきい温度未満の温度
において充電処理開始温度を違えて複数用意しておく。一例を挙げると、二次電池２の使
用限界温度が－４０℃、しきい温度が０℃の場合、１０℃刻みにグラフを作成する。つま
り充電処理開始温度－１０℃のグラフ、充電処理開始温度－２０℃のグラフ、充電処理開
始温度－３０℃のグラフの３つとなる。そして、ステップＳ１で測定された温度（すなわ
ち充電処理開始温度）が０℃～１５℃のときは－１０℃のグラフを使用する。ステップＳ
１での温度が－１５℃～－２５℃のときは－２０℃のグラフを使用する。ステップＳ１で
の温度が－２５℃～－４０℃のときは－３０℃のグラフを使用する。もちろん、このよう
なグラフは１０℃刻みに限定されるものではなく、この刻み幅を狭くすれば放電後充電か
即時充電かの選択をよりきめ細かく制御することができる。
【００４８】
　なお、このようなグラフを作成する際の充電処理開始時のＳＯＣは、しきい温度になる
まで放電できる余裕のあるＳＯＣから開始する必要がある（詳細後述）。このためステッ
プＳ３の判断においては、充電処理開始時のＳＯＣがしきい温度にまで上げることができ
る値であるか否かによっても判断する。図３を参照すれば、このグラフ上の充電処理開始
時のＳＯＣの値からしきい温度の時点ｔ１のＳＯＣの差分よりも、充電処理開始時のＳＯ
Ｃが低い場合は即時充電とする。一方、このグラフ上の充電処理開始時のＳＯＣからしき
い温度の時点ｔ１のＳＯＣの差分よりも充電処理開始時のＳＯＣが高い場合は放電後充電
とする。なお、放電によって到達するＳＣＯの下限値は、極端に下がってしまうと二次電
池の劣化が進みやすくなる。このため蓄電量が残った状態とする。したがって、放電時に
到達するＳＣＯは下限値を設定しておく。たとえば２０％程度である。この下限値は二次
電池特性などに応じて適宜設定すればよく限定されるものではない。そのほか充電処理開
始温度ごとに複数作成した他のグラフにおいても同様である。
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【００４９】
　このように第１の選択方法では、あらかじめ作成したＳＯＣと充放電にかかる時間の関
係を示すグラフを用いて放電後充電とするか、即時充電とするかを選択する。ＳＯＣと充
放電にかかる時間の関係を示すグラフは、たとえば実際の電池を使った実験や、シミュレ
ーションにより作成することになる。なお、このようなグラフは、実際には制御部７にお
いて計算できるような数値データとして記憶しておくことになる。
【００５０】
　このようにＳＯＣと充放電にかかる時間の関係を示すグラフを用いて充電制御を行うこ
とで、電池特性にあったより速い充電を行うことができる。
【００５１】
　この第１の選択方法の変形例として、図３に示したような充放電に伴い時々刻々と変化
するＳＯＣと時間の関係を記憶しておくのではなく、簡易的に、充電処理開始温度とＳＯ
Ｃの関係を、範囲として記憶しておいて、放電後充電か、即時充電かを選択するようにし
てもよい。一例を挙げると、しきい温度－１０℃の時には、現在のＳＯＣが２０％（下限
値）から４０％未満の場合は放電後充電を選択し、現在のＳＯＣが４０％以上の場合は即
時充電を選択する、などである。
【００５２】
　（第２の選択方法）
　次に、第２の選択方法を説明する。第２の選択方法は、しきい温度に到達させるために
必要な電流量、それにより到達するＳＯＣ、およびそれに要する時間、到達したＳＯＣか
ら充電した場合に所定のＳＯＣに到達するまでに要する時間を演算して推定する。そして
その推定結果とあらかじめ記憶されている低温時における即時充電による時間とを比較し
て、放電後充電とするか、即時充電かを選択する。
【００５３】
　現在温度の推定（上述のＳ３）でも説明したように発熱量Ｑ、温度上昇量ΔＴには下記
（１）および（２）式の関係がある。
【００５４】
　発熱量Ｑ＝Ｉ２Ｒ×ｔ　　…（１）
　温度上昇量ΔＴ＝Ｑ／ＨＣ　　…（２）
　ただし式中、Ｉは電流、Ｒは二次電池２の内部抵抗、ｔは時間、ＨＣは熱容量である。
【００５５】
　一方、ＳＯＣは、充放電により出入りした電荷をｑ、満充電容量をＦＣとすると下記（
３）しきいより求めることができる。
【００５６】
　ＳＯＣ（％）＝ｑ／ＦＣ×１００　　…（３）
　ただし、電流Ｉ＝電荷ｑ／時間ｔである。
【００５７】
　ここで、放電電流Ｉ＝一定、内部抵抗Ｒ＝一定であると仮定する。しかも内部抵抗Ｒ＝
一定は、しきい温度より低い場合における値とする。そして上記（１）および（２）式か
ら、現在温度からしきい温度まで上げるために必要な電流量を求める。そして（３）式か
ら放電開始時点（しきい温度未満の時点）のＳＯＣから放電終了時点（しきい温度となっ
た時点）のＳＯＣを算出できる。このとき同時にその電流量となるまでの時間もわかるの
で、しきい温度まで上昇させるために必要な時間がわかることになる。
【００５８】
　さらに、算出したしきい温度となった時点のＳＯＣから満充電になるまでの電荷量を、
常温時（すなわちしきい温度以上）で充電を行った場合に充電電流一定と仮定して上記（
３）式から求める。
【００５９】
　これにより、しきい温度まで温度を上昇させるために必要な放電時間とそこまで放電し
て到達したＳＯＣから満充電するまでに必要な時間がわかる。すなわち、放電後に充電を
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開始した場合に満充電にするためにかかる時間が算出できる。
【００６０】
　一方、しきい温度未満の場合に即時充電を開始して満充電になるまでの時間は、温度に
よって充電効率の違いがあるため、あらかじめ実験（またはシミュレーションでもよい）
により求めておく必要がある。これは図３に示した点線のごとくである。したがって、し
きい温度未満の時に即時充電により満充電になるまでの時間をあらかじめ求めておいて、
それを記憶部７２に記憶しておくのである。たとえば、しきい温度未満の温度ごとに、－
１０℃、－２０℃、－３０℃などと１０℃刻みで温度が異なる場合のそれぞれの満充電に
要する時間を記憶しておくのである。もちろん１０℃刻みではなくてもよい。
【００６１】
　そして、上記算出したしきい温度まで放電した時間＋放電後のＳＯＣから満充電までに
要する時間（放電後充電）と、あらかじめ記憶してある現在温度（Ｓ１の温度）に応じた
温度から即時充電した場合に満充電までにかかる時間（即時充電）を比較する。
【００６２】
　ここでも比較のためには、あらかじめ記憶されている充電処理開始温度における充電時
間のなかから、ステップＳ１で測定された温度に近い充電時間と比較することになる。た
とえば、二次電池２の使用限界温度が－４０℃、しきい温度が０℃の場合にステップＳ１
で測定された温度（すなわち充電処理開始温度）が０℃～１５℃のときは－１０℃の即時
充電による充電時間を使用する。ステップＳ１での温度が－１５℃～－２５℃のときは－
２０℃の即時充電による充電時間を使用する。ステップＳ１での温度が－２５℃～－４０
℃のときは－３０℃の即時充電による充電時間を使用する。もちろん、このような即時充
電の温度は１０℃刻みに限定されるものではなく、この刻み幅を狭くすれば放電後充電か
即時充電かの選択をよりきめ細かく制御することができる。この場合、
　比較の結果、放電後充電の方が速ければ、放電後に充電することとし、即時充電した方
が速ければ即時充電とする。
【００６３】
　この第２の選択方法においても、ユーザーが所望する充電時間（あらかじめ指定された
時間）やＳＯＣ（あらかじめ指定されたＳＯＣ）に応じて放電後充電か即時充電かを選択
することができる。
【００６４】
　ユーザーが所望する時間を基準に選択する場合は、その時間で放電から充電に切り換え
て、得られるＳＯＣが即時充電に得られるＳＯＣよりも高くなる場合に放電後充電とする
。この場合、所定温度未満のあらかじめ決められた複数の温度ごとに、即時充電を開始し
てからの経過時間ごとに到達するＳＯＣを記憶部７２にあらかじめ記憶しておく必要があ
る。
【００６５】
　そして、この場合は、まずユーザーが所望した時間内にしきい温度以上にできるか否か
を判断することになる。ユーザーが所望した時間内にしきい温度以上にできるのであれば
、そこから充電を行ってユーザーが所望した時間に至ったときのＳＯＣを求める。そして
、あらかじめ記憶されている経過時間ごとの即時充電時のＳＯＣのなかからユーザーが所
望した時間に近い即時充電によるＳＯＣと比較するのである。その結果、同じ時間の充電
で、放電後充電の方がＳＯＣが高ければ放電後充電を選択するのである。
【００６６】
　ただし、図３のグラフを参照すれば、放電後充電の方が速くなるのは、時間がｔ２以降
の時間である。したがって、簡易的には、ｔ２の時間を充電処理開始温度ごとに記憶して
おいて、ユーザーが所望する時間がこのｔ２よりも長い場合だけ、充電後放電を選択する
ようにしてもよい。
【００６７】
　ユーザーが所望するＳＯＣを基準とする場合も、ほぼ同様であり、まずはユーザーが所
望したＳＯＣに到達するまでの時間が、あらかじめ記憶されている即時充電時のＳＯＣに
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なるまでの時間を比較して、放電後充電の方が速ければ放電後充電を選択するのである。
【００６８】
　この場合も、図３のグラフを参照すれば、放電後充電の方が速くなるのは、時間ｔ２以
降である。したがって、ユーザーが所望したＳＯＣとなるまで充電するような場合にも、
簡易的には、充電処理開始温度ごとにｔ２のときのＳＯＣを記憶しておいて、ユーザーが
所望するＳＯＣがｔ２のときのＳＯＣよりも高ければ放電後後充電を選択するようにして
もよい。
【００６９】
　なお、この第２の選択方法においても、放電を行う際には、しきい温度になるまで放電
できる余裕のあるＳＯＣから開始する必要がある。また、放電により到達するＳＯＣに下
限値を設定するのも第１の選択方法と同じである。
【００７０】
　ここで放電の際にはしきい温度になるまで放電できる余裕のあるＳＯＣから開始する理
由を説明する。
【００７１】
　充電処理を開始した時点でのＳＯＣが、しきい温度に到達するほどの蓄電量となってい
ない場合がある。このような場合は、第２の選択方法ではＳＯＣの下限値まで放電した場
合に、どの程度の温度まで上昇するかを求める。このとき充電処理を開始した時点でのＳ
ＯＣを下限値まで放電しても、しきい温度に到達しない場合は、即時充電とする。なぜな
ら充電処理を開始した時点でのＳＯＣを下限値まで放電しても、しきい温度に到達しない
場合というのは、結局充電効率のわるい低温時のまま充電することと同じである。しかも
、わざわざ放電によりＳＯＣを下げたうえで充電するため、その放電にかかる時間が加算
される。このため温度が十分に上昇しておらず充電効率のわるいなかで、さらにＳＯＣが
下がった分を充電しなければならなくなる。このため、放電後充電した場合、即時充電よ
り速くなることはありえないからである。
【００７２】
　この第２の選択方法では、演算によって充放電にかかる時間を求めることとしているの
で、第１の選択方法のように、あらかじめグラフ（それに基づく数値データなどを含む）
を記憶しておく必要がないので、第１の選択方法と比較して制御装置内の記憶部７２の容
量が少なくて済む。
【００７３】
　［変形形態］
　上述したようにステップＳ３の選択は、二次電池の内部抵抗による影響がある。一方、
リチウムイオン二次電池は、使っているうちに内部抵抗が徐々に高くなることが知られて
いる。
【００７４】
　本実施形態では、上述したステップＳ３の前に、経時変化による抵抗増大を加味するよ
うにしてもよい。
【００７５】
　図４は経時変化による抵抗増大を加味するための手順を示すフローチャートである。こ
のフローチャートは、図２に示したフローチャートのステップＳ２とＳ３の間に挿入され
る手順となる。
【００７６】
　経時変化による抵抗増大を加味するためには、ステップＳ３の前において処理する必要
がある。このためここではステップＳ２の後に、図４に示すように、制御部７が抵抗書き
換えるか否かの判断を行う（Ｓ２１）。この判断は、たとえば電池の使用時間、充放電回
数などによって電池の経時変化がわかる指標を用いる。そして、たとえば使用時間が何時
間経過したときに書き換える、または充放電回数が何回になった時点で書き換える、など
とあらかじめ決めておいて記憶部７２に記憶しておくのである。
【００７７】
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　このステップＳ２１で書き換えが必要なければ（Ｓ２１：ＮＯ）、そのままステップＳ
３に移ることになる。
【００７８】
　そして、このステップＳ２１で書き換えが必要と判断されれば（Ｓ２１：ＹＥＳ）、Ｓ
３の選択において第１の選択方法を使用しているか、第２の選択方法を使用しているかに
応じて次の処理を行う（Ｓ２２）。
【００７９】
　上述した第１の選択方法を使用している場合は、経時変化に応じて図３に示したグラフ
における充放電にかかる時間を遅延させるのである。つまり、同じＳＯＣであれば、そこ
に到達するまでの充放電時間を以前より遅延させるのである。具体的には、あらかじめ決
められた割合でグラフのカーブを時間軸に沿って遅延する方向（図３では右方向）にシフ
トさせることになる。
【００８０】
　また、第２の選択方法を使用している場合は、演算に使用する内部抵抗Ｒに所定の増加
係数αをかけて経時変化により増大した内部抵抗Ｒの値とするのである。
【００８１】
　第１の選択方法の場合の遅延量や第２の選択方法の場合の増加係数αは、実験やシミュ
レーションなどにより求めておく。
【００８２】
　そして制御部７は、ステップＳ２２によって各方法に応じて経時変化の影響が加味され
たのち、ステップＳ３に移り、既に説明した通り放電後充電か即時充電かの選択を行うこ
とになる。
【００８３】
　これにより、使用時間が長くなった二次電池においても、その経時変化による内部抵抗
増加の影響を加味して、放電後充電とするか即時充電とするかの選択を行うことができる
ようになる。
【００８４】
　なお、図４においては、ステップＳ２１およびＳ２２をＳ２とＳ３の間に挿入する処理
と下が、この処理は、Ｓ３の前であればどこにあってもよい。好ましくは、ステップＳ３
の直前に設けることである。それにより、使用時間や充放電回数をステップＳ３の処理に
的確に反映させることができる。
【００８５】
　［二次電池］
　以下では、二次電池２の一例として、積層型のリチウムイオン二次電池について説明す
る。
【００８６】
　（非双極型リチウムイオン二次電池）
　図５は、非双極型で積層型のリチウムイオン二次電池の全体構造を説明するための概略
断面図である。
【００８７】
　図５に示した、二次電池２となるリチウムイオン二次電池１０は、電池外装材２２を用
いて、発電要素１７を収納し密封した構成を有している。ここで発電要素１７は、正極集
電体１１の両面に正極活物質層１２が形成された正極板、電解質層１３、および負極集電
体１４の両面（発電要素の最下層および最上層用は片面）に負極活物質層１５が形成され
た負極板を積層した構成を有している。積層の際、一の正極板片面の正極活物質層１２と
前記一の正極板に隣接する一の負極板片面の負極活物質層１５とが電解質層１３を介して
向き合うようにして、正極板、電解質層１３、負極板の順に複数積層されている。
【００８８】
　これにより、隣接する正極活物質層１２、電解質層１３、および負極活物質層１５は、
一つの単電池層１６を構成する。したがって、このリチウムイオン二次電池１０は、単電
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池層１６が複数積層されることで、電気的に並列接続されてなる構成を有するともいえる
。なお、発電要素１７の両最外層に位置する最外層正極集電体１１ａには、いずれも片面
のみに正極活物質層１２が形成されている。なお、正極板と負極板の配置を変えてもよい
。その際は、発電要素１７の両最外層に最外層負極集電体（図示せず）が位置するように
し、該最外層負極集電体の場合にも片面のみに負極活物質層１５が形成されているように
する。
【００８９】
　前記の各電極板（正極板及び負極板）と導通される正極タブ１８および負極タブ１９が
、正極端子リード２０および負極端子リード２１を介して各電極板の正極集電体１１およ
び負極集電体１４に超音波溶接や抵抗溶接等により取り付けられている。これにより、正
極集電体１１および負極集電体１４に電気的に接続された正極タブ１８および負極タブ１
９は、電池外装材２２の外部に露出される構造を有している。
【００９０】
　このような電極の構造からみた場合、このリチウムイオン二次電池１０は、後述する図
６に示した構造と対比して、非双極型リチウムイオン二次電池と称する。
【００９１】
　（双極型リチウムイオン二次電池）
　図６は、他の態様である双極型で積層型のリチウムイオン二次電池の全体構造を説明す
るための概略断面図である。ここで双極型とは、前記非双極型に対応した用語として使用
している。
【００９２】
　図６に示す、リチウムイオン二次電池３０は、実際に充放電反応が進行する発電要素３
７が、電池外装材４２の内部に封止された構造を有する。図６に示すように、この双極型
である二次電池３０の発電要素３７は、２枚以上で構成される双極型電極３４で電解質層
３５を挟み、隣り合う双極型電極３４の正極活物質層３２と負極活物質層３３とが電解質
層３５を介して対向するようになっている。ここで、双極型電極３４は、集電体３１の片
面に正極活物質層３２を設け、もう一方の面に負極活物質層３３を設けた構造を有してい
る。すなわち、双極型二次電池３０では、集電体３１の片方の面上に正極活物質層３２を
有し、他方の面上に負極活物質層３３を有する双極型電極３４を、電解質層３５を介して
複数枚積層した構造の発電要素３７を具備してなるものである。
【００９３】
　隣接する正極活物質層３２、電解質層３５および負極活物質層３３は、一つの単電池層
３６を構成する。したがって、双極型二次電池３０は、単電池層３６が積層されてなる構
成を有するともいえる。また、電解質層３５からの電解液の漏れによる液絡を防止するた
めに単電池層３６の周辺部には絶縁層（シール部）４３が配置されている。該絶縁層４３
を設けることで隣接する集電体３１間を絶縁し、隣接する電極（正極活物質層３２及び負
極活物質層３３）間の接触による短絡を防止することもできる。
【００９４】
　発電要素３７の最外層に位置する正極側電極３４ａおよび負極側電極３４ｂは、双極型
電極構造でなくてもよい。たとえば、集電体３１ａ、３１ｂに必要な片面のみの正極活物
質層３２または負極活物質層３３を配置した構造としてもよい。具体的には、図５に示す
ように、発電要素３７の最外層に位置する正極側の最外層集電体３１ａには、片面のみに
正極活物質層３２が形成されているようにしてもよい。同様に、発電要素３７の最外層に
位置する負極側の最外層集電体３１ｂには、片面のみに負極活物質層３３が形成されてい
るようにしてもよい。また、双極型リチウムイオン二次電池３０では、上下両端の正極側
最外層集電体３１ａおよび負極側最外層集電体３１ｂのさらに外側に集電板３８ａおよび
３９ｂがそれぞれ設けられている。集電板３８ａおよび３９ｂは、それぞれ延長されて正
極タブ３８および負極タブ３９となっている。集電板３８ａおよび３９ｂは、必要に応じ
て正極端子リードおよび負極端子リードを介して接合されていてもよい。また、正極側最
外層集電体３１ａが延長されて正極タブ３８とされ、電池外装材４２であるラミネートシ
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ートから導出されていてもよい。同様に、負極側最外層集電体３１ｂが延長されて負極タ
ブ３９とされ、同様に電池外装材４２であるラミネートシートから導出される構造として
もよい。
【００９５】
　また、双極型リチウムイオン二次電池３０でも、発電要素３７部分を電池外装材４２に
減圧封入し、正極タブ３８および負極タブ３９を電池外装材４２の外部に取り出した構造
とするのがよい。かかる構造とすることで、使用する際の外部からの衝撃、環境劣化を防
止することができるためである。この双極型リチウムイオン二次電池３０の基本構成は、
複数積層した単電池層３６が直列に接続された構成ともいえるものである。
【００９６】
　（外観形状）
　図７は、図５または図６に示した積層型のリチウムイオン二次電池の外観を表した斜視
図である。このような外観形状から扁平型二次電池とも称されている。
【００９７】
　図７に示すように、積層型の扁平なリチウムイオン二次電池５０では、長方形状の扁平
な形状を有しており、その両側部からは電力を取り出すための正極タブ５８、負極タブ５
９が引き出されている。発電要素５７は、リチウムイオン二次電池５０の電池外装材５２
によって包まれ、その周囲は熱融着されており、発電要素５７は、正極タブ５８および負
極タブ５９を外部に引き出した状態で密封されている。ここで、発電要素５７は、先に説
明した図５および６に示す非双極型または双極型のリチウムイオン二次電池１０、３０の
発電要素１７、３７に相当するものであり、正極層１２、電解質層１３および負極層１５
で構成される単電池層（単セル）１６が複数積層されたものである。
【００９８】
　そして、本実施形態では、この積層型の扁平なリチウムイオン二次電池５０の外装部材
表面に、温度センサー４を貼り付けている。これにより二次電池システム１として必要な
二次電池２の現在の温度を測定している。
【００９９】
　なお、図７に示すタブ５８、５９の取り出しは、特に制限されるものではなく、正極タ
ブ５８と負極タブ５９とを同じ辺から引き出すようにしてもよいし、正極タブ５８と負極
タブ５９をそれぞれ複数に分けて、各辺から取り出しようにしてもよいなど、図７に示し
た形態に制限されるものではない。
【０１００】
　次に、上記のような形態のリチウムイオン二次電池における各部材の詳細を説明する。
【０１０１】
　［集電体］
　集電体は、導電性材料から構成される。集電体を構成する材料は、導電性を有するもの
であれば特に制限されず、たとえば、金属や導電性高分子など従来公知のものを適宜利用
することができる。具体的には、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｖ、Ｎｂ、Ａｌ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔおよびカーボンからなる群より選択されてなる少なくとも１種
以上、たとえば、２種以上の合金からなるステンレスなどその集電体材料が好ましく用い
られうる。また本実施形態では、ＮｉとＡｌのクラッド材、ＣｕとＡｌのクラッド材、あ
るいはこれらの集電体材料の組み合わせのめっき材なども好ましく使える。また、上記集
電体材料である金属（Ａｌを除く）表面に、他の集電体材料であるＡｌを被覆させた集電
体であってもよい。また、場合によっては、２つ以上の上記集電体材料である金属箔を張
り合わせた集電体を用いてもよい。
【０１０２】
　集電体の厚さは、特に限定されないが、いずれの集電体も通常は１～１００μｍ、好ま
しくは１～５０μｍ程度である。ただし、上記範囲を外れる場合であっても、本発明の作
用効果を損なわない範囲内であれば、本発明の技術範囲に含まれるものである。
【０１０３】
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　なお、集電体は、上記材料を用いた箔のほか、非双極型電池では、上記材料を用いたメ
ッシュ、エキスパンドグリッド（エキスパンドメタル）、パンチドメタルなどから構成さ
れるものを用いてもよい。メッシュの目開き、線径、メッシュ数などは、特に制限されず
、従来公知のものが使用できる。
【０１０４】
　また、非双極型電池１０の正極集電体１１としては、Ａｌ、Ｎｉ、ステンレス（ＳＵＳ
）などを用いることができるが、薄膜に加工しやすく、安価であるという点でＡｌが好ま
しい。該正極集電体に正極活物質層（正極合剤）を担持させる方法としては、加圧成型す
る方法、または溶媒などを用いてペースト化し、集電体上に塗布乾燥後プレスするなどし
て固着する方法が挙げられる。該正極集電体に正極活物質層（正極合剤）を担持させる方
法は、負極集電体に負極活物質層（負極合剤）を担持させる方法にも適用できる。
【０１０５】
　［正極活物質層（正極合剤）］
　正極活物質層（正極合剤）は、集電体上に形成され、充放電反応の中心を担う正極活物
質を含む層である。正極活物質層（正極合剤）は、正極活物質と、電気伝導性を高めるた
めの導電材（導電助剤ともいう）、バインダー等などを含有するものが挙げられる。また
、これらの成分の配合比は、特に限定されず、既存のリチウムイオン二次電池についての
公知の知見を適宜参照することにより、調整されうる。
【０１０６】
　（正極活物質）
　既に説明したようにリチウムイオン二次電池は、正極活物質として、たとえば３元系正
極活物質を使用する。
【０１０７】
　正極活物質としては、たとえば、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、Ｌｉ
（Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ）Ｏ２、Ｌｉ２ＭｎＯ３、Ｌｉ２ＭｎＯ３－ＬｉＭＯ２系（Ｍ＝Ｃｏ
、Ｎｉなど）固溶体およびこれらの遷移金属の一部が他の元素により置換されたもの等の
リチウム－遷移金属複合酸化物、リチウム－遷移金属リン酸化合物、リチウム－遷移金属
硫酸化合物などが挙げられる。場合によっては、２種以上の正極活物質が併用されてもよ
い。好ましくは、容量、出力特性の観点から、リチウム－遷移金属複合酸化物が、正極活
物質として用いられる。
【０１０８】
　より具体的には、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＮｉＯ２のＮｉの一部がＣｏやＡｌ等の他の元素
により置換されたもの、ＬｉＣｏＯ２、Ｌｉ（Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ）Ｏ２（＝ＬｉＮｉｘＣ
ｏｙＭｎｚＯ２；ｘ＋ｙ＋ｚ＝１等とも称されている）、Ｌｉ２ＭｎＯ３、Ｌｉ２ＭｎＯ

３－ＬｉＭＯ２系（Ｍ＝Ｃｏ、Ｎｉなど）固溶体などの六方晶層状構造（（最密充填）層
状岩塩型、岩塩型層状構造などとも称される）を持つ正極活物質などが使用されうる。
【０１０９】
　なお、上記以外の正極活物質が用いられてもよいことは勿論である。
【０１１０】
　（導電材）
　上記導電材（導電助剤ともいう）とは、正極活物質層（正極合剤）の導電性を向上させ
るために配合される添加物をいう。導電助剤は特に制限されず、従来公知のものを利用す
ることができる。たとえば、天然黒鉛、人造黒鉛、コークス類、アセチレンブラック等の
カーボンブラック、グラファイト、炭素繊維などの炭素材料が挙げられる。導電材として
、それぞれ単独で用いてもよいし、たとえば人造黒鉛とカーボンブラックとを混合して用
いてもよい。導電助剤を含むと、活物質層の内部における電子ネットワークが効果的に形
成され、電池の出力特性の向上に寄与しうる。
【０１１１】
　（バインダー）
　バインダーは、活物質同士または活物質と集電体や導電助剤とを結着させて電極構造（
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３次元ネットワーク）を維持する目的で活物質層に加えられる。
【０１１２】
　上記バインダーとしては、ポリフッ化ビニリデン（以下、ＰＶＤＦということがある。
）、ポリテトラフルオロエチレン（以下、ＰＴＦＥということがある。）、四フッ化エチ
レン・六フッ化プロピレン・フッ化ビニリデン系共重合体、六フッ化プロピレン・フッ化
ビニリデン系共重合体、四フッ化エチレン・パーフルオロビニルエーテル系共重合体、ポ
リ酢酸ビニル、ポリイミド、およびアクリル樹脂などの熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂、ポ
リウレタン樹脂、およびユリア樹脂などの熱硬化性樹脂、ならびにスチレンブタジエンゴ
ム（ＳＢＲ）などのゴム系材料が挙げられる。これらをそれぞれ単独で用いてもよいし、
二種以上を混合して用いてもよい。なお、これらバインダーは、製造過程では、Ｎ－メチ
ル－２－ピロリドン（以下、ＮＭＰと呼ぶことがある。）や水など、バインダーが可溶な
いしは分散可能な溶媒に溶解または分散させたものを使用することもできる。
【０１１３】
　バインダーとしてフッ素樹脂とポリオレフィン樹脂とを、正極活物質層（正極合剤）中
の該フッ素樹脂の割合が１～１０質量％であり、該ポリオレフィン樹脂の割合が０．１～
１０質量％となるように、本実施形態の正極活物質粉末と組み合わせて用いるのが望まし
い。こうすることで、集電体との結着性に優れ、また加熱試験に代表されるような外部加
熱に対するリチウムイオン二次電池の安全性をさらに向上できるので好ましい。
【０１１４】
　（支持塩）
　支持塩（リチウム塩）としては、具体的には、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４

、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０等の無機酸陰イ
オン塩；ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等
の有機酸陰イオン塩が挙げられる。これらの支持塩は、単独で使用されてもまたは２種以
上混合して使用してもよい。
【０１１５】
　（正極活物質のその他の詳細）
　正極活物質の平均粒子径は特に制限されない。ただし、この平均粒子径が大きすぎると
、活物質の反応表面積が小さくなる、あるいは活物質の粒子の内部におけるリチウムイオ
ン伝導が活物質層におけるリチウムイオン伝導を律速してしまうことになる。かような観
点から、活物質の平均粒子径は、好ましくは０．１～１００μｍであり、より好ましくは
１～５０μｍであり、さらに好ましくは１～２０μｍである。ただし、これらの範囲を外
れる形態もまた、採用されうる。なお、活物質の平均粒子径は、レーザ回折式粒度分布測
定（レーザ回折散乱法）により測定された値を採用するものとする。
【０１１６】
　また、正極活物質層（正極合剤）における正極活物質の含有量は、好ましくは正極活物
質層の合計質量に対して７０～９８質量％であり、より好ましくは８０～９８質量％であ
る。正極活物質の含有量が前記範囲であれば、エネルギー密度を高くすることができるた
め好適である。
【０１１７】
　正極活物質層の厚さ（集電体の片面側の厚さ）は、好ましくは、２０～５００μｍであ
り、より好ましくは２０～３００μｍであり、さらに好ましくは２０～１５０μｍである
。
【０１１８】
　［負極活物質層］
　負極中の負極活物質層は、集電体上に形成され、充放電反応の中心を担う負極活物質お
よびＬｉ粒子を含む層である。負極活物質層は、負極活物質と、必要に応じて、電気伝導
性を高めるための導電材（導電助剤ともいう）、バインダー、電解質（ポリマーマトリッ
クス、イオン伝導性ポリマー、電解液など）、イオン伝導性を高めるための支持塩（電解
質塩）等などを含有するものが挙げられる。また、これらの成分の配合比は、特に限定さ
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れず、リチウムイオン二次電池についての公知の知見を適宜参照することにより、調整さ
れうる。
【０１１９】
　（負極活物質）
　負極活物質層に用いられる負極活物質としては、カーボン（炭素）であり、リチウムを
ドープ・脱ドープできる材料が好ましい。カーボンとしては、たとえば、天然黒鉛、人造
黒鉛、膨張黒鉛等の黒鉛系炭素材料、カーボンブラック、活性炭、カーボンファイバー、
コークス、ソフトカーボン、ハードカーボン等の炭素材料が挙げられる。場合によっては
、２種以上の負極活物質が併用されてもよい。
【０１２０】
　ただし、負極活物質自体が、金属析出の起こさない物質や組成の場合、たとえばリチウ
ム遷移金属－複合酸化物の一部の組成のものなどは本実施形態を適用する意味がない。こ
れは、負極において金属（特にリチウム）の析出が起きなければ、それによる容量低下な
どがないからである。
【０１２１】
　ただし、負極はカーボン（炭素）に限定されるものではなく、負極において金属（特に
リチウム）の析出が起こるような物質や組成のものを使用した場合に、本実施形態は好適
である。
【０１２２】
　（導電材、バインダー）
　導電材、バインダーについては、正極活物質層の項で説明したものを同様に用いること
ができる。特に、リチウムと合金化する材料のように導電性を持たない負極活物質を用い
る場合に、導電材は有効に利用される。なお、負極活物質に導電性の金属・合金や炭素材
料等を用いる場合には、導電材を省略することもできる。
【０１２３】
　負極活物質の平均粒子径は特に制限されない。ただし、この平均粒子径が大きすぎると
、活物質の反応表面積が小さくなる、あるいは活物質の粒子の内部におけるリチウムイオ
ン伝導が活物質層におけるリチウムイオン伝導を律速してしまう虞がある。かような観点
から、活物質の平均粒子径は、好ましく０．１～２０μｍである。ただし、これらの範囲
を外れる形態もまた、採用されうる。なお、本願において活物質の平均粒子径は、レーザ
回折散乱式粒度分布測定装置により測定された値を採用するものとする。
【０１２４】
　［電解質層］
　電解質（層）は、電解質と、さらに必要に応じて有機溶媒（可塑剤）とセパレータとか
らなる。
【０１２５】
　電解質としては、たとえば液体電解質またはポリマー電解質が用いられ、制限されるべ
きものではなく、従来既知の各種電解液を適宜使用することができるものであるが、特に
非水電解質が好適である。
【０１２６】
　（液体電解質）
　液体電解質（電解質塩および有機溶媒）としては、たとえば、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４

、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＴａＦ６、ＬｉＡｌＣｌ４、Ｌｉ２Ｂ１０Ｃｌ１０

等の無機酸陰イオン塩、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、Ｌｉ（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５

ＳＯ２）２Ｎ（ＬｉＢＥＴＩともいう）等の有機酸陰イオン塩のなかから選ばれる、少な
くとも１種類の支持塩（電解質塩）を含み、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネ
ート等の環状カーボネート類；ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、ジエ
チルカーボネート等の鎖状カーボネート類；テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒド
ロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジブトキシエタン
等のエーテル類；γ－ブチロラクトン等のラクトン類；アセトニトリル等のニトリル類；
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プロピオン酸メチル等のエステル類；ジメチルホルムアミド等のアミド類；酢酸メチル、
蟻酸メチルのなかから選ばれる少なくともから１種類または２種以上を混合した、非プロ
トン性溶媒等の可塑剤（有機溶媒）を用いたものなどが使用できる。ただし、これらに限
られるわけではない。
【０１２７】
　（ポリマー電解質）
　一方、ポリマー電解質は、電解液を含むゲル電解質と、電解液を含まない真性ポリマー
電解質に分類される。
【０１２８】
　ゲル電解質とはイオン伝導性を有する固体高分子電解質に、従来公知のリチウムイオン
二次電池で用いられる電解液を含んだものであるが、さらに、リチウムイオン伝導性を持
たない高分子の骨格中に、電解液を保持させたものも含まれるものである。イオン導伝性
を有する固体高分子電解質としては、たとえば、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリ
プロピレンオキシド（ＰＰＯ）、これらの共重合体のような公知の固体高分子電解質が挙
げられる。このイオン伝導性を有する固体高分子電解質は、真性（全固体）ポリマー電解
質に使用される。
【０１２９】
　ゲル電解質に用いられるリチウムイオン伝導性を持たない高分子としては、たとえば、
ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、ポリアクリロニ
トリル（ＰＡＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）などが使用できる。ただし、
これらに限られるわけではない。なお、ＰＡＮ、ＰＭＭＡなどは、どちらかというとイオ
ン伝導性がほとんどない部類に入るものであるため、上記イオン伝導性を有する高分子と
することもできるが、ここでは高分子ゲル電解質に用いられるリチウムイオン伝導性を持
たない高分子として例示したものである。
【０１３０】
　なお、電解質層が液体電解質やゲル電解質から構成される場合には、電解質層にセパレ
ータを用いてもよい。セパレータの具体的な形態としては、たとえば、フッ素樹脂、ポリ
エチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン、ナイロン（米デュポン社の登録商標：ポ
リイミド）、芳香族アラミドなどからなる微多孔膜、不織布、織布などの形態を有する材
料が挙げられる。該セパレータの厚みは電池としての体積エネルギー密度が上がり、内部
抵抗が小さくなるという観点から、機械的化学的強度が保たれる限り薄いほどよく、５～
２００μｍが好ましい。
【０１３１】
　真性ポリマー電解質は、上記のイオン導伝性を有する固体高分子電解質であるマトリッ
クスポリマーに支持塩（リチウム塩）が溶解してなる構成を有し、可塑剤である有機溶媒
を含まない。したがって、電解質層が真性ポリマー電解質から構成される場合には電池か
らの液漏れの心配がなく、電池の信頼性が向上しうる。
【０１３２】
　そのほか、電解質層（電解液）には、様々な添加剤が含まれていてもよい。
【０１３３】
　［絶縁層（シール部）］
　絶縁層（シール部）４３は、リチウムイオン二次電池、特に図２の双極型電池３０にお
いて、電池内で隣り合う集電体同士が接触したり、積層電極の端部の僅かな不ぞろいなど
による短絡が起こったりするのを防止するために単電池層３６の周辺部に配置されている
。絶縁層４３としては、絶縁性、固体電解質の脱落に対するシール性や外部からの水分の
透湿に対するシール性（密封性）、電池動作温度下での耐熱性などを有するものであれば
よい。たとえば、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂
、ポリイミド樹脂、ゴムなどが用いられうる。なかでも、耐蝕性、耐薬品性、作り易さ（
製膜性）、経済性などの観点から、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂が好ましい。
【０１３４】



(20) JP 2015-220038 A 2015.12.7

10

20

30

40

50

　［タブ］
　タブ（正極タブ１８、３８および負極タブ１９、３９）の材質は、アルミニウム、銅、
ニッケル、ステンレス鋼、これらの合金などを用いることができる。これらは特に制限さ
れず、タブとして従来用いられている公知の材質が用いられうる。
【０１３５】
　［外装体］
　リチウムイオン二次電池１０、３０では、使用時の外部からの衝撃や環境劣化を防止す
るために、電解質保持層の形成された発電要素全体を電池外装材２２、４２ないし電池ケ
ース（図示せず）に収容するのが望ましい。外装材としては、従来公知の金属缶ケースを
用いることができるほか、アルミニウムを含むラミネートシートを用いた発電要素を覆う
ことができる袋状のケースを用いることができる。ラミネートシートは形状の自由度が高
いため、狭い空間に実装し易いことに加え、膨張収縮の大きな負極材料を用いた電池にも
好適に適用することができる。
【０１３６】
　金属缶ケースタイプの外装体は強度を有するため、缶内の発電要素が多少膨張収縮して
も吸収でき、セルの厚み変化は生じない。また、缶の材質、板厚の設計および外装缶と発
電要素のクリアランス等を検討することにより、所望の強度および大きさを有する缶ケー
スを得ることが可能である。
【０１３７】
　高分子－金属複合ラミネートシートとしては、特に制限されず、高分子フィルム間に金
属フィルムを配置し全体を積層一体化してなる従来公知のものを使用することができる。
具体的には、高分子フィルムからなる外装保護層（ラミネート最外層）、金属フィルム層
、高分子フィルムからなる熱融着層（ラミネート最内層）のように配置し全体を積層一体
化してなるものが挙げられる。
【０１３８】
　なかでも特に、形状の自由度の高いアルミラミネートフィルムの外装体を用いることが
好ましい。アルミラミネートとはアルミニウムを含む積層物をいう。アルミラミネートフ
ィルムの具体的な形態としては、たとえば、ポリプロピレン（ＰＰ）、アルミニウム、ナ
イロンをこの順に積層してなる３層構造のラミネートフィルム等が挙げられるが、これら
に何ら制限されるものではない。
【０１３９】
　以上説明した形態の二次電池が、既に説明した二次電池システム１のなかの二次電池２
として使用されることになる。
【０１４０】
　［実施形態の効果］
　次に、以上説明した実施形態による作用、効果を説明する。
【０１４１】
　（１）本実施形態は、充電効率がわるくなるような低温時において、充電の前に放電す
ることとした。これにより二次電池２内部の温度が上昇するので、充電効率が改善されて
充電時間を短縮することが可能になる。
【０１４２】
　充放電に伴う二次電池２内部の温度変化は、電流が流れることによるジュール熱だけで
なく、充放電に伴う反応熱の影響がある。反応熱は、リチウムイオン二次電池においては
充電時が吸熱反応、放電時が発熱反応である。したがって、低温時においては、そのまま
充電を開始した場合、充電が吸熱反応であるためすぐには温度上昇せず、充電後しばらく
の間は温度が低いままであるため充電効率がわるいのである。一方、放電時には、発熱反
応であるため放電開始ともに二次電池２内部が発熱してくる。したがって、低温時に、ま
ず放電することにより二次電池２内部の温度を上げることができ、それにより充電効率が
良くなって、結果的に全体の充電時間を短くすることができるのである。
【０１４３】
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　特に、非水電解質を含む二次電池は水系電解質と比較して電解質の導電性が低く、電池
抵抗が高いことと、さらに常温と比較して低温時の電池抵抗が数倍もしくは、数十倍にな
り得るため、低温のままでは充電時間が長くなってしまう。したがって、非水電解質を含
むリチウムイオン二次電池においては非常に効果がある。
【０１４４】
　しかも、本実施形態においては、低温時に二次電池２内部の温度を上げるために、従来
技術のようにヒーターなどの加熱装置を用いていないため、スペース効率を悪化させるこ
とがない。したがって、自動車など限られたスペースに二次電池２を設置する際に可能な
限りの大きさとすることができるため、電池設置スペースに対するエネルギー密度を高く
することができる。
【０１４５】
　（２）本実施形態では、二次電池２の内部の温度を放電時の電圧および電流から推定す
ることとした。通常、二次電池２の内部に温度センサーを配置できないため、正確な内部
温度を知ることが難しい。そこで、本実施形態２ではこれを推定することで、より速く放
電から充電への切り換えを行うことができるようになる。
【０１４６】
　（３）本実施形態では、充放電に伴うＳＯＣと充放電時間の関係をあらかじめ記憶して
おいて、それをもとに放電後に充電する方が速くない場合にのみ、放電後に充電すること
とした。これは、ＳＯＣと電池温度によっては、放電後充電とする方が速い範囲と、即時
充電とした方が速い範囲がある。このため充放電に伴うＳＯＣと充放電時間の関係に基づ
いて、いずれかを選択することでより速く充電できるようになる。
【０１４７】
　そして、この充放電に伴うＳＯＣと充放電時間の関係を用いて、指定された時間、たと
えばユーザーが所望する時間に応じて、より速くなる充電方法を選択することができるよ
うになる。このことは、たとえば電気自動車の充電のように、充電する場所や充電に必要
な設備（充電装置）を占有できる時間が既に決められている場合がある。そのような場合
において、その決められた時間内で最大のＳＯＣとなるように充電を行うことができるよ
うになる。
【０１４８】
　また、この充放電に伴うＳＯＣと充放電時間の関係を用いて、指定されたＳＯＣ、たと
えばユーザーが所望するＳＯＣに応じて、より速くなる充電方法を選択することができる
ようになる。たとえば電気自動車の充電の場合、これから一定の距離だけ走れるために必
要な充電をより速く行うことができる。
【０１４９】
　（４）本実施形態では、演算によって放電後充電の方が即時充電より速いかどうかを選
択することもできる。演算によることで充放電に伴うＳＯＣと充放電時間の関係をあらか
じめ記憶する必要がなくなる。このため記憶部の容量が少なくても、ユーザーが所望する
時間やＳＯＣに応じてより速くなる充電方法を選択することができるようになる。この演
算による場合においても
　（５）本実施形態では、経時変化により変化する内部抵抗を加味することとした。これ
は、放電後充電か即時充電かを選択する第１の選択方法においては、ＳＯＣと充放電時間
の関係において、同じＳＯＣに到達するまでの充放電時間を遅延させることとした。また
第２の選択方法においては、あらかじめ決められた増加係数を内部抵抗にかけることで、
内部抵抗を増加させて演算することとした。これにより二次電池の経時変化にも対応して
充電処理を速くすることができる。
【０１５０】
　以上、本発明を適用した実施形態および実施例について説明したが、本発明は、これら
の実施形態や実施例に限定されるものではない。
【０１５１】
　たとえば、二次電池の形態としては、積層型の扁平なリチウムイオン二次電池を例に説
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状の扁平な形状にしたようなものであってもよいなど、特に制限されるものではない。
【０１５２】
　また、本発明は、二次電池において充電効率がわるくなると判断するしきい温度として
０℃を例示したが、この温度は電池の特性や大きさなどにより様々であり、適宜電池特性
に合わせて設定することになる。
【０１５３】
　そのほか、本発明は特許請求の範囲に記載された構成に基づき様々な変形形態が可能で
あることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１５４】
１　二次電池システム、
２、１０、３０　リチウムイオン二次電池（二次電池）、
３　電圧センサー、
４　温度センサー、
５　電圧電流調整部、
６　電流センサー、
７　制御部、
８　二次電池ホルダー、
１１　正極集電体、
１２、３２　正極活物質層、
１３、３５　電解質層、
１４　負極集電体、
１５、３３　負極活物質層、
１６、３６　単電池層、
１７、３７　発電要素、
１８、３８　正極タブ、
１９、３９　負極タブ、
２０　正極端子リード、
２１　負極端子リード、
２２　電池外装材、
３０　双極型リチウムイオン二次電池、
３１　双極型リチウムイオン二次電池の集電体、
３１ａ　正極側の最外層集電体、
３１ｂ　負極側の最外層集電体、
３４　双極型電極、
３４ａ　正極側電極、
３４ｂ　負極側電極、
３８ａ　正極側最外層集電体のさらに外側の集電板、
３９ａ　負極側最外層集電体のさらに外側の集電板、
４３　絶縁層（シール部）、
５０　積層型の扁平なリチウムイオン二次電池、
５２　電池外装材（ラミネートフィルム）、
５７　発電要素
５８　正極タブ、
５９　負極タブ。
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